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Ａ．研究目的 

本研究は、障害者総合支援法に定める

障害福祉サービス利用者の意思決定の促

進を目的とし、同サービスを提供する事

業所の職員および利用者を対象に、現行

案の意思決定支援ガイドラインがどのよ

うに意思決定に役立てられているか、実

態を把握するとともに有効な活用方法を

明らかにする。 

これまで、障害者の意思決定について

は、知的障害者および発達障害者を含む

精神障害者を中心に先行研究が行われて

おり、かつそれらの研究は「意思決定が

著しく困難と思われるグループ」や「意

思決定を欠く状況にあると思われるグル

ープ」を対象とし、サービスも療養介護、

生活介護、就労継続支援、相談支援を主

としてきた。意思決定プロセスについて

は、複数のモデルが提唱されてきたが、

共通して含まれる基本的段階は、1.問題

状況の識別・発見、2.行動の代替案の選

択、3.特定の代替案の選択の 3 つとされ

る。 

障害者の意思決定を考えるとき、上記
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の最後の段階である「選択肢からひとつ

を選び出す」部分と選び出す能力の有無、

そして代行決定の是非のみが注目されや

すい。しかしながら、最初の 2 つの段階

における支援のあり方については十分に

検討が行われていない。 

そこで本研究では、対象を障害や難病

のある人、かつ「判断能力はあるが、意

思決定に不可欠な情報へのアクセスや整

理、意思表示に支援を要すると思われる

グループ」まで拡大し、サービスも自立

訓練や就労移行支援等に焦点を当て、意

思決定モデルの各段階における支援のあ

り方を考察する。 

また、障害者の意思決定支援ガイドラ

インを活用した研修については、標準的

な研修プログラム及び研修テキストが存

在しないため、開発し普及することが必

要である。 

これらの状況を踏まえて、障害特性や

支援ニーズに応じたガイドラインへの追

加項目や具体的な利用方法、人材育成方

法について提言する。 

 

Ｂ．研究方法 

1) サービス提供過程における意思決定

支援の実施状況把握 

サービス提供過程における意思決定に

係る事項を洗い出し、ガイドラインをは

じめ意思決定支援ツールとの照合を行う。

また先行する認知症高齢者の意思決定支

援に関する文献調査を行い、「意思決定」

に関する実態を明らかにし、対応につい

て検討する。  

2) 意思決定支援ガイドラインを活用し

た研修プログラム及び研修テキスト

の作成と、研修前後の受講者の意思

決定支援に関する認識の変化の検証

に関する研究 

研修の先行事例を収集し、研究協力者

を交えて研究会議を開催し、意思決定支

援研修プログラム及び研修教材、研修テ

キストを開発する。それらを用いて試行

的な意思決定支援研修を 2 回実施し、研

修受講者に内容に関する理解度や研修の

普及可能性等に関して評価を受ける。 

 

（倫理面への配慮） 

所属する施設の倫理審査委員会の承認

を経て実施する。個別調査ではインフ

ォームドコンセントを徹底し、承諾を

得る。対象者の個人情報等に係るプラ

イバシーの保護ならびに如何なる不利

益も受けないように十分に配慮する。 

 

Ｃ．研究結果 

1) サービス提供過程における意思決定支

援の実施状況把握 

所属機関の研究倫理審査委員会の承認を

得て、昨年度に引き続き、障害福祉サービ

ス（計画相談支援、就労移行支援）等利用

者 7名を対象に、サービス等利用計画、個

別支援計画および支援会議を含めたサービ

ス提供過程における意思決定に係る事項を

抽出した。 

そのうち、計画相談支援利用者 3名につ
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いて、サービス等利用計画とモニタリング

から、意思決定支援に係る記載・実施事項

を抽出し、次の 4段階に分類した。 

1） 本人の意思確認および日常生活の

様子・関係者からの情報 

2） 本人の判断能力・自己理解・心理

的状況等 

3） 本人の生活史等・人的・物理的環

境等のアセスメント 

4） 体験を通じた選択の検討 

対象者 3名とも計画相談支援を経て、サ

ービス等利用計画に基づき障害福祉サービ

スを利用していた（表１）。心身の状態変化

に伴い、長年慣れた作業が困難になったり、

新しいことに挑戦する機会を逸していたり、

それらの状況を我慢していたりする場面で

は、相談支援専門員が、本人の意向に沿っ

て周囲への意思表示や意見調整の支援を行

っていた。また相談支援専門員は、就労だ

けでなく、住まいや対人関係の相談にも応

じていた。定期的なモニタリングの結果、A

氏は体験利用を経て通所先を変更し、B 氏

は独居生活を実現した後に一般就労し、C

氏は施設外支援を導入してステップアップ

を図った。 

また、認知症高齢者の意思決定支援に関

する先行研究分析の詳細は分担研究報告

（飯島）に記載した。 

 

2) 意思決定支援ガイドラインを活用した

研修プログラム及び研修テキストの作

成 

検討委員会を 11 回開催し、研修プログラ

ムの構成や研修内容、研修教材、研修テキ

ストの開発に向け検討した。研修内容につ

いては、厚生労働省障害福祉課が公表した

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決

定支援ガイドライン」に加えて、同省老健

局から公表された「認知症の人の日常生

活・社会生活における意思決定支援ガイド

ライン」、大阪家庭裁判所裁判官が関与し意

思決定支援研究会が公表した「意思決定支

援を踏まえた成年後見人等の事務に関する

ガイドライン」も参照し、主に最善の利益

の取り扱いについての整合性について検討

した。 

また、研修教材を用いて 2回試行的研修

を実施した。研修受講者に内容に関する理

解度や研修の普及可能性等に関して評価を

受け、それらを内容に反映した上で完成さ

せた。詳細は分担研究報告（曽根）に記載

した。 

 

Ｄ．考察・結論 

1) サービス提供過程における意思決定支

援の実施状況把握 

計画相談支援における障害者の意思決定

に係る事項を 4段階ごとに抽出分類し，比

較検討することで、意思決定に影響する促

進・抑制要因が明らかとなった。職場環境

のみならず、意思疎通や、社会資源の紹介、

住まいや対人関係の調整など、包括的なモ

ニタリングと支援を導入することで利用者

の意思が明確になり、自己決定や自己実現

につながっていた。 

 また、厚生労働省による「認知症の人の

日常生活・社会生活における意思決定支援

ガイドライン」と日本老年看護学会の「『急

性期病院において認知症高齢者を擁護す

る』日本老年看護学会の立場表明 2016」に

ついては、ともに高齢者ばかりでなく一般

の障害者にも適用しうる内容を含んでおり、
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とくに厚生労働省によるガイドラインは障

害者一般の意志決定支援の基本的な指針に

なりうるものと考えられる。 

 

2) 意思決定支援ガイドラインを活用した

研修プログラム及び研修テキストの作

成 

意思決定支援ガイドラインを活用した研修

プログラム及び研修テキストの作成と、研

修前後の受講者の意思決定支援に関する認

識の変化の検証について研究を行った。 

 2回に渡る試行的研修の受講者に対する

調査結果から、研修内容の理解度及び研修

講師としての再現性について概ね良好な評

価を得ることができた。 

 検討会議で議論になった、意思決定支援

ガイドラインにおける「最善の利益」の位

置づけについては、本研究事業が意思決定

ガイドラインを所与のものとして、その普

及を図るための研修プログラムや研修資料

の開発が目的であり、意思決定支援ガイド

ラインの内容への検討が目的ではないため、

今後の見直しに向けての検討課題として指

摘しておきたい。 

 また、研修の開催経費については、平成

31年(2019年)度より地域生活支援事業の成

年後見制度普及啓発事業として実施する場

合、補助の対象となることが、厚生労働省

が平成31年3月7日に開催した障害保健福祉

関係主管課長会議において示された。 

しかし、研修の講師養成の仕組みがないた

め、民間の自主的な取組に依存せざるを得

ない。また、意思決定支援ガイドライン研

修は制度上位置づけられていない任意の研

修であるため、研修の実施について自治体

が積極的に取組むよう周知を図ることが必

要である。 
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表１ 意思決定に影響する促進要因（青）・抑制要因（赤）

 


